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経済論叢(京 都大学)第166巻 第 ⊥号,2000年7月

環境政策が国際競争力に及ぼす影響(1)

Stackelbergモ デ ル の 場 合 一

躍 星 仁

1は じ め に

国 に よる環 境 政 策 の違 い が 産 業 の 国 際 競 争力 に い か な る影 響 を及 ぼす か は,

Pollutionhaven,Eco-dumpingな どの形 で古 くか ら議 論 され て い る 。 これ ま

で の とこ ろ,少 な くと も,マ.ク ロ ・レベ ル で は環 境 政 策 の違 いが 一 国 の競 争 力

に影 響 を与 えて い る とい う証 拠 は な い と言 わ れ てい るD。

しか し,企 業 の レベ ル で の分 析 で は環 境 政 策 の 違 い が そ の 企業 の 国 際競 争 力

に影 響 を与 え る とい う文献 は数 多 く見 られ てい る。 しか し,そ の 大部 分 は完 全

競 争市 場 に お け る 自 国内 での 貿 易 政 策(関 税)と 環 境 政 策 が 自国 の競 争 力 に及

ぼ す影 響 を分 析 して い る%

環 境 保 護 を 目的 とす る政 策 手段 に関 す る従 来 の議 論 は,量 的規 制 と価 格 規 制

が そ の 中 心 で あ っ た。 この よ う な文 献 と して は,Weitzman[1974] ,R。berts

andSpence[1976],Kwerel[1977],BaumolandOates[1988] ,Pizer

[1997]等 が あ げ られ る 。Weitzman[1974]の 基 本 的 な結 論 は,限 界 費 用 曲 線

が 相 対 的 に平 の場 合 は 量 的 規 制(quantity-based)の ほ うが ,限 界 便 益 曲 線 が

1>Leonard[1988]の 研 究 は環 境 基 準 の差 に よ る貿 易 パ タ ー ンに対 す る影 響 は少 な い と して い る
。

しか し,Portera皿dVanderLinde[1995]は よ り厳 格 な環 境 規 制 政 策 は 企 業 に イ ノベ ー シ ョン

と生 産 効 率性 の 向 上 を もた ら し,長 期 的 には 規 制 を受 け て い な い 企 業 よ り競 争力 優 位 に た つ"∫能

性 が あ る ζ して い る。 これ に対 して,Palm已reta1.[1995]は ア メ リカ の 実 証研 究 か らPorter's

の仮 説 は成 皇 しな い と してい る 。 但 し,先 導 者 の 利益 を 考慮 した場 合
,こ の仮 説 は成 立 す る ロr能

性 が あ る と してい る。 詳 し くはBakerandKnhler11998]とJaffeetal .[1995」 を参 照 。

2)例 え ば,Baumola皿dOat,,,[1988],.Kmtma[1991) ,Copcland[1994],等 を 参賂 。
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相 対 的 に 平 の 場 合 は 価 格 規 制(price・based)の ほ うが 好 まれ る.と して い る。

また,RobertsandSpence[19761及 びKwerel[19773は 完 全 競 争 市 場 を想

定 し,情 報 の不 完 全 性 を考 えた場 合,環 境 政 策 と して は量 的 規 制 の 方 が 価 格 規

制 よ り効 用 極 大 化 の 面 で好 まれ る とい う。

しか し,国 際 寡 占市 場 で は完 全 競 争 市場 モ デ ル が 想 定 して い る の と異 な っ た

現 象 や状 況 が 生 じて くる。 特 に,寡 占市 場 に対 す る 政 府 の 政 策 介 入 は,企 業 間

の競 争 に大 きな影 響 を与 え る ため,完 全 競 争 を前提 と した政 策 の場 合 とは異 な

る効 果 が あ る。 この よ う な不 完 全 市 場 と戦 略 的 貿 易 政 策 を考 え た代 表 的 な文 献

と して はHclpmanandKrugman[1989]が あ げ られ る 。

こ の よ う な 議 論 を 国 際 寡 占市 場 で の 環 境 政 策 に適 用 した 文 献 と し て は ,

Pethig[19921,Keneedy.[1994],Carraro
ぞKatsoulacosandXepapadeas

[1996]等 が あ げ られ る3)。特 に,.Ulph[ユ992]は,量 的 規 制 と価 格 規 制 の 議

論 を拡 張 し,国 際寡 占市 場 にお け る.一国 の 望 ま しい環 境 政 策 の研 究 を行 っ てい.

る 。彼 の結 論 は シ ュ タ ッケ ル ベ ル ク(Stackelberg)均 衡 にお い て は環 境 税 よ

り量 的 規 制 の 方(生 産 者 余 剰 の 観 点 か ら)が,二 段 階 ク ー ル ノー ・ナ ッ シュ

(Cournot-Nash)均 衡 で は環 境 税 の 方 が 優 れ て い る と して い る 。

環 境 保 護 を 目的 とす る政 策 手 段 と して は,従 来,量 的規 制(主 に直 接 規 制)

が 主流 で あ っ た。 とこ ろが,地 球環 境 問題 が 国際 政 治 上 ゐ 課 題 と して.位置 づ け

られ る に つ れ て,環 境 政 策 に置 い て も市 場 の メ カ.ニズ ム を利 用 した 経 済 的 手段

を活 用 す べ きだ とい う議 論 が世 界 的 に盛 ん に な っ てい る。

この よ う な事情 をふ まえ,同 じ量 的 規 制 なが ら一 方 は 直接 規 制 で
,他 方 は経

済 的 手段 で あ る排 出権 取 引 制 度 を導 入 した 場 合 を 想定 し,国 際 貿 易 に お け る環

境 政 策 の影 響 を考 え た論 文 がSartzetak三sandConstantatos[1995][以 下"S-

Cモ デ ル"と 略 す]で あ る。 彼 ら は,ク ー ル ノ ー モ デ ル にお い て ,許 容 され る

汚 染 量 の 水 準 を達 成 す る た め に,各 国が 異 な る環 境 政 策 を導 入 した 場合 ,そ の

政 策 の 違 い が 両 国 企業 の 国 際競 争 力 に ど の よ う な影響 を与 える か を分 析 した。

3)独 占 に 関 す る議 論 はBuchanan[1969] ,Mlsiolek[1980]を 参 照 。
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そ の分 析 に よ る と,直 接 規 制 を導 入 した 国 よ り排 出権 取 引制 度 を導 入 した 国

の方 が,政 策 導 入 後 の 市 場 シ ェ アが 大 き くな る と して い る 。 こ の分 析 結 果 に基

づ い て,カ ナ ダが 直 接 規 制 を,ア メ リ カは排 出権 取 引制 度 を そ れ ぞ れ実 施 した

場.合,ア メ リ カの 企 業 の 国 際競 争 力 が 強化 され る と して い る。 従 っ て,自 由 貿

易 の下 で は 自国 の 国 際 競 争 力 を維持 す る た め に は,環 境 基 準 だ けで は な く相 手

国 の環 境 政 策 の 形 態 も考慮 しな け け れ ば な らな い と結 論 づ け てい る。

最 近,地 球 温 暖 化 の 問題 と関 連 して,国 際 的 に温 室 ガス の 排 出 量 を減 らそ う

.とい う動 きが 活発 にな って い る 。 各 国別 の削 減 量 を巡 って,先 進 国 と途 上 国 の

意 見 の 食 い 違 い が 生 じて い る た め,ど の よ.うな基 準 を採 択 す るか は今 後 の課 題

とい え よ う。 と ころ で,削 減 量 が決 ま っ た後 に各 国 で 問 題 とな るの は,ど の よ

う な政 策 を持 って 削減 目標 を達 成 した方 力『望 ま しい か とい う こ とで あ る。 本 稿

で は,シ ュ タ ッケ ルベ ル ク モ デ ル に よ っ て この よ う な問題 を分 析 す る こ とを 目

的 と して い る 。

既 存 の 論 文 と.違う点 は,S-Cモ デ ル で は 先 進 国 間 の 環 境 制 度 の差 に よ る競

争力 を分 析 す る た め,ク ー ル ノ ーモ デ ル で分 析 して い る の に対 し,本 稿 で は先

進 国 と途 上 国 間の 問 題 を分析 す るた め,シ ュ タ ッケ ルベ ル ク モ デ ル を用 い て い

る。 とい うの は,現 在 の 世界経 済 シス テ ム が先 進 国主 導 であ る と考 え られ るの.

で,途 上 国 は先 進 国 の 生 産量 を所 ㌻ と して 自国 の生 産 量 を決 め るの に対 し,先

進 国 は途 上 国 の 生 産 量 を も考 慮 して生 産 量 を決 め るの が よ り現 実 的 で あ る た め

であ る。

ま た,S-Cモ デ ル を含 め て 多 くの 論 文 が,環 境 規 制 の 内 容 を,汚 染 の 許容

量 を同 じ くす る もの と して い る の に対 し,本 稿 で は 汚 染 の 削 減 率 を同 じ くす る

もの と して分 析 す る%特 に,既 存 の論 文 で は直 接 規 制 と環 境 税 に関 す る議 論

が 多 レ}が,本 稿 で は,直 接 規 制 と排 出 権 取 引 制 度 を取 り上 げ て,そ の 政策 の違

4)例 えば,COP3(第3回 締約国会議)で 合意されたように,地 球環境問題の場合は各国の事情

を考えて二酸化炭素排出量の削減率が決まるのが普通である。各国における削減率は異なるが,

本稿では環境政策の差異による影響を分析するのが主な目的であるため;そ の削減率は同水準で

あると仮定する。
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いが国際競争力 に及ぼす影響を分析することを目的 とする%す なわち,本 稿

は企業の生産活動に付随 して発生する環境汚染を問題にし,そ の企業が国際貿

易を行 うという二国二企業モデルを構築 した上で,先 導者(leader)で ある先

進国が排出権取引制度 を,追 随者.(follower)で ある途上国は直接規制を導入

した場合の効果を分析 したものである。また,両 国の規制前後の市場シェアと

.利潤をパラメーターの関数で求めて,そ の増減の条件を明らかにするのが口的

である。

このような分析結果は,国 際貿易が行われる場合,貿 易比重の高いかつ汚染

集約的産業(日 本の場合は鉄鋼産業など)に 新 しい環境政策を導入 したり,そ

の変更を行う際に考慮すべ き点 として,日 頃の与件だけでなく,競 争相手国の

環境政策も考慮に入れるべ きであることを意味するものである。

本稿の構成は次のようである。第11節 では分析対象である直接規制 と排出権

取引制度の理論を解説する。第血筋で,本 稿での基本モデルについて述べる。

第IVrpで,環 境規制の違いが国際競争力に及ぼす影響 を分析する。第V節 はそ

の結果をまとめる。

H直 接規制と排出権取引制度

OECD[1989]で は,環 境保護 を目的とする環境政策手段を大 きく,直 接

規制,経 済的手段,普 及 ・啓発の三つに分けている。.環境政策 としての直接規

制とは,汚 染発生者の経済活動に影響を及ぼすことにより,環 境の質の改善を

狙った規制的措置である。環境経済理論では直接規制は静学的にも動学的にも

非効率的であると批判されているの。 しかし,従 来,直 接規制が主流であったの

はその単純性 と直接 性による。また,直 接規制は,局 所的 ・時間的な汚染及び生

命 ・健康 ・生物種に.被害を与える汚染の制御に適 しているとも言われている%

5)直 接 規 制 と環 境 税 に 関 す る文 献 と して は,BuchananandTullock[ユ9751を 参 照 。

6)直 接 規 制 に 対 す る批 判 を行 っ た文 献 と して は,Eckersley[1995],Golub[1998]を 参 照.

7)植 田 ・岡 ・新 津[1997]129ペ ー ジ 。
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しか し,地 球 環 境 問 題 の 環 境 保 全 の た め に市場 メ カニ ズ ム の 活用 が不 日f欠と

な り,こ の際 よ り高 い経 済 的 効 率 性 の 達 成 の た め に は 直接 規 制 よ り も経 済 的

手段 の役 割 が 重 要 とな っ て き た。OECD[1994]に よる と,経 済 的 手 段 とは,

環 境 に プ ラ ス に作 用 す る よ う に,経 済 主体 が選 択 し うる様 々 な行 為 の費 用 と便

益 に対 して 影 響 を及 ぼす 手 段 の こ とで あ る㌔ 経 済 的 手 段 に は課 税,補 助 金,

課 徴 金,排 出権 取 引 な どが あ る 。 しか し,経 済 的 手段 に よ っ て も最 適 な汚 染水

準 が 実 現 で き ない と多 くの経 済 学者 に よっ て指 摘 され て い る。 その 主 な根 拠 と

して あ げ られ てい るの が情 報 保 有 の非 対 称 性 で あ る。 す な わ ち,情 報 の 非対 称

性 が あ る場 合 は直接 規 制 も経 済 的手 段 も資 源 配 分 の効 率 性 を保 証 しない こ とで

あ る。 但 し,動 学 的効 率 性 を基 準 にす る と,経 済 的 手 段 の 方 が 直接 規 制 よ り技

術 革 新 を促 す イ ンセ ンテ ィブが 働 く とい う見 解 が あ る。

経 済 的 手段 の 中 で最 近 沖 目を集 め てい るの が 排 出 権 取 引制 度 で あ る。排 出権

取 引(EmissionTrading.)はDales[1968]に よっ て提 案 され,理 論 的 な定

式 化 はMontgo皿ery[1§72]に よ っ て 行 わ れ た 。 排 出権 取 引 制 度 は,理 論 上

は 量 的規 制 と併 用 され た課 徴 金 と同 じ効 果 を持 つ 。 また,情 報 の非 対 称 性 の問

題 を 回避 す る 「 つ の 方 策 で もあ る。KoutstaalandN"entjes[1995]は 排 出 権

取 引制 度 の長 所 を次 の よ う に要 約 して い る。.

L排 出権 取 引 制 度 は総 汚 染量 が増 加 しな い こ とか ら効 果 的 で あ る。

2.排 出権 取 引 制 度 は排 出権 が取 引 され る こ とに よっ て社 会 的 な総 費 用 が 最

小 化 され,汚 染 削 減 は効 率 的 に分 配 され る こ とか ら効 率 的 で あ る。

3,こ の 制 度 は動 学 的 に も技 術 革 新 の イ ンセ ンテ ィ ブが 働 くた め 効 率 的 で あ

る。

4,無 償 で 初 期 配 分 され る(Grandfathering)と,そ の排 出源 の費 用 負 担 が

減 る こ と に よっ て,環 境 政 策 実 施 に対 す る産 業 の抵 抗 が 減 る%

8)OECD[1994]を 参照 、

9)Grandfatheringの 問 題 と して 指 摘 さ れ る の は進 入 障壁 と初 期 配 分 の 基 準 設 定 の 問 題 が あ る 。

従 っ て,汚 染 集 約 産 業iまGrmd正 己1.Lelingで.そ の 他 の 部 門(消 費 者 部 門,汚 染 集 約 的 産/
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また,イ ンフ レー シ ョン と経 済 成長 に対 す る 自動 調 整 機 能 を持 って い る と して

い る。 これ らは全 て 国 内 に限 って発 生 す る効 果 で あ る。

しか し,国 際 貿 易 が 行 われ る時 の環 境 政 策 の違 いが 及 ぼ す 影 響 に関 す る分 析

も重 要 な研 究 分 野 で あ る。 そ れ は次 節 で分 析 す る こ とと し,以 下 で は まず,国

際 貿 易 の な い時 に,あ る 一定 の汚 染量 を減 らす ため に,直 接 規 制 を行 っ た 場 合

と,排 出権 取 引 制 度 を導 入 した場 合 にお い て,国 内 の 生 産 量 が どの よ うな 影響

を受 け るか を分析 して み よ う。

分 析 を簡 単 にす る た め に,独 占企 業 に よ って 全 て の 財 が 供給 され て い る と し

よ う。 規 制 前 の生 産 量 をQと し,生 産 量1単 位 当 た りに γだ けの 汚 染 が 発 生

す る と仮 定 しよ う。 そ う.する と,規 制前 の 汚 染排 出 量EはE富 γQと な る】ω。

そ して,規 制 の 内 容 を現 在 の 排 出 量 の θ比 率 だ け 減 らす もの とす る と,規 制

後 に許容 され る汚 染 の量Eは,

E=(1一 θ)γQ(1)

と なる。.

次 に,規 制 が 導 入 され る と,そ れ を遵 守 す る た め に,企 業 が 汚 染 削 減 努 力 を

しな け れ ば な らな い。 一 般 に,企 業 は 財 の 生 産量 削減 に よ っ て排 出 量 を削 減 す

る か,あ るい は汚 染 防 除 施 設 の 設 置 等,費 用 を か け て排 出量 を削 減 す る こ とが

で き る。 本 稿 で は,規 制 が 導 入 さ れ る と企 業 は生 産 量1単 位 当 た り に α だ け

の汚 染 量 を減 らす と仮 定 す る 。 そ うす る と,企 業 の削 減 努 力 に よ る全体 の 削 減

量Aは,A=aQと な る 。

とこ ろで,削 減 努 力 に は 費 用 が 掛 か る。 こ こ で は,削 減 費 用 関 数(Abate-

menしCost)を 削 減 量 の 逓 増 関 数 で あ る と仮 定 す る。分 析 を簡 単 にす る た め に,

(2)式 の よ うな2次 関 数 で あ る と しよ う。

＼業では ない産業部 門)はAudio.が 望 ま しいとい う意見 もある。 また.導 入障壁の問題 を解決す

るための政策 としては政府が排出権市場の中央銀行の役 割を し,進 入企業の排 出権 を保有すれば

いい。 経済 学 的に は機会 費用 の概 念 を適用 す れば 分析上 の 問題 は並 じない。詳 しい議論 は

Tietenberg[⊥985],Koutgtaal[1997]を 参照、

10)各 国 ともに同じ製 品を生産 してい るため,生 産 物1単 位 当た りの汚染排出量 も同 じである と仮

定 する。
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C=(α9)2(2)

こ こで 直 接 規 制(CAC=Commanda■dControl)が 企 業 に課 され た 場 合 を

考 え てみ よ う。 そ うす る と,企 業.は規 制 の.ドで利 潤 を最 大 化 し なけ れ ば な らな

い ため,企 業 の 最 大 化 問題 は(3)式 の よ うに表 せ る。

Maxn=〈 ・一 勘Q-CQ一 α292〔3)
O>0,α>O

subjecttoE=E-」4

こ こ で,ρ=σ一bQ=逆 需 要 関 数

CQ:生 産 費 用

こ の 場 合 の,ラ グ ラ ン ジ ュ 関 数 は,

五=(a-bQ)Q-CQ一 α2Q2十 λ(E-7e十aQ)(4)

こ こ で,λ:ラ グ ラ ン ジ ュ 乗 数

と な り,一 階 条 件 は,.

9る … ・bQ一 ・一…Q・ ・(・一・)一・

∂ゑ= 一2αQ2十 λQ=0

∂α

器 一 五一・Q・ ・Q一 ・

となる。

これを整理すると,企 業の最適生産量と削減量は,

・… 一a-c-272b・ 脾 含.(・)

とな る。

次 に環 境 規 制 政 策 と して,排 出 権 取 引 制 度(TEP:TradableEmissionPer-

mits)が 導 入 され た場 合 を考 え て み よ う。 政 策 当局 が 許 容 排 出量 に等 しい排 出

権 を無 償 で 初 期 配 分(Grandfathering)す る と し よ う、 そ う す る と,純 排 出

権 需 要 は企 業 の 実 際 排 出 量 と排 出 権 の初 期 保 有 量 の 差 で表 せ る。 す な わ ち,

1>E"=E-Eで あ る 。 こ こで,排 出 権 市 場 は完 全 競 争 市 場 で あ る と仮 定 し,
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そ の 価 格 を が とす る と.こ の場 倉 の 企 業 の利 潤 最 大 化 式 は 次 の よう に表 せ る助
。

ム=(a-bQ)9一 面 一α2ぴ 一ρ匡(re一 αQ一 勘(6)

こ こで,E=7Qは.現 在 の 排 出 量.4=aQは 企 業 の 削 減 量 ,亙=(1一 θ)r4

は 許容 排 出量 を表 す 。

.前 と 同 じ方 法 で,企 業 の最 適生 産量 と削 減 量 を求 め る と,

Q・ ・一4望,… 一誓.』.(・)

となる。.

ここで,(5)式 と(7)式 の生産量を比べると,λ とグ だけ異なることが分

かる。 ところが,え とプ は,規 制の限界的強化(許 容排出量の限界的減少)

による企業の利潤の減少分を意味するものであb ,完 全情報を持っている政策

当局は,企 業が規制水準を守 らない場合に排出権取引市場の価格だけの経済的

制裁を課すことがで きるため,両 制度の実質的差異はなくなる。従って,完 全

情報を持つ一国内の場合では,汚 染を削減するために直接現制と排出権取引制

度のどちらを導入しても,最 適生産量は同じであることになる。しかし,国 別

に違った環境政策を導入する二国モデルの場合には,λ とグ が異 なるため,

その政策の効果 も両者の相対的大きさによって変わる可能性がある。

IIIモ デ ル

ここでは,シ ュタッケルベルクモデルに基づいて,環 境政策の違いが.各国の

経済変数にどのような影響を及ぼすかを蜥 すや・環境規制 と国際賜 鰐 え.

る時,最 も問題になるのは環境規制が国際競争力に与える影響ぞある
。特に,

環境政策が途上国の国際競争力へ及ぼす影響は地球環境問題の解決のためにも

重要な研究分野である。二国モデルではよくクールノーモデルが利用されるが,

本論では途上国 と先進国の情報 と国際市場への影響力の違いを反映するため,

11)こ こでは,分 析対 象産業以外 にも多数 の産業が存在 し,そ こか ら生 じる汚染は同様 な もの(例
えばCO2)で あると仮定 してい る。
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シ ュ タ ッケ ル ベ ル クモ デ ル を用 い て分 析 す る。 まず,モ デ ル で の諸 仮 定 を整 理

して み よ う。

第1に,各 国 に は 同 じ商 品 を生 産 す る独 占企 業 だ けが 存 在 し,先 進 国(以 下

"B国"と 略 す)の 企 業 は先 導 者
,途.ヒ 国(以 下"A国"と 略 す)の 企 業 は 追

随者 で あ る と仮 定 す る。 そ して,汚 染 削 減 の 国際 協 約 に 同意 した 時 には,先 進

国 は排 出権 取 引 制 度 を,途 上 国 は 直接 規 制 を導 入 す る とす る。

第2に,国 際 協 約 に よ って 決 め られ る汚 染 削 減 量 は,現 在 の 汚 染 量 の ・定比

率 に よっ て計 算 さ れ る と しよ う。 規 制 前 の 生 産 量 を9`(ゼ=A,B)と し,生 産

量 ユ単 位 当 た り に γだ け の汚 染 物 質 が 出 る とす る と,規 制 前 の 汚 染 排 出 量 島

は 島=γ(2`と な る陰㌔ そ し て,規 制 の 内 容 を現 在 の 排 出量 の θ比 率 だ け 減 ら

す もの とす る と,規 制 後 に許 容 され る汚 染 の 量E;は,

E,=(1一 θ)γQぜ(8)

な る。

第3に,規 制 が 導 入 され る ≧,そ れ を遵 守 す る た め に,企 業 が 汚 染 削 減 努 力

を しな けれ ば な らな い 。 一 般 に,企 業 は財 の生 産 量 削 減 に よ って 排 出 量 を削 減

す るか,あ るい は 汚 染 防 除施 設 の 設置 等,費 用 をか けて 排 出 量 を削 減 す る こ と

が で きる。 本稿 で は,規 制 が 導入 さ れ る とA国 の企 業 は 生 産 量1単 位 当 た りに

α(Buは β)単 位 だ け の 汚染 量 を減 らす と仮 定 す る。 そ うす る と,A国 の企

業 の 削 減 努 力 に よる全 体 の削 減 量Aは,A=α 仙(B国 は β=β 砺)と な る 。

.第4に,削 減 努 力 には 費 用 が 掛 か る 。 こ こで は,削 減 費用 関 数(Abatement

Cost)を 削 減 量 の 逓 増 関 数 で あ る と仮 定 す る。 分 析 を 簡 単 に す る た め に,

(2)式 の よ.うな2次 関数 で あ る と し よ う。

CA=ηz(α9遼)2(9)

Ca=n(βQB)2(10)

こ こ で,蜘 と η は削 減 技 術 の 水 準 や 汚 染 削 減 の 容 易 さ を 表 す もの で あ る』

削 減技 術 の 面 で は先 進 国 の方 が 途 上 国 よ り優 越 で あ るが,汚 染 削 減 の容 易 さの

12)脚 注ユ0)を参照。
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面 で は途 上 国 の方 が 優 越 で あ るた め,両 者 の相 対 的大 きさ は事 前 的 に決 め ら れ

ない 。 本 論 で は,そ の 両 者 の 大 き さの違 い に よっ て環 境 政 策 の効 果 が どの よ う.

に異 な るか を分 析 す る こ と も重 要 な 目的 と して い る。

第5に,両 国 と もに 生産 の 限界 費用 は.`と して一一定 で あ る と仮 定 し よ う。

以 上 の 仮 定 の も とで,途 上 国 の企 業 は先 進 国 企 業 の 生産 量 を所 与 の もの と し

て考えて生産量を決めるのに対 し,先 進国の企業は途上国企業の生産量(反 応

関数)を 知 っ た上 で,自 己 の利 益 を最 大 化 す る こ とに な る。

ケース1=環 境規制がない場合

まず,環 境 規制 が な い と きの利 潤 最 大 化 問 題 を考 え て み よ う。 途 上 国 の企 業

が 追 随者 な らば,そ の企 業 の利 潤 は次 の よ う にな る。.

π月=(α一 わ9』一 う(1B)(14一`をA(11)

こ こ で.ρ.=(α 一 δσ一6q,)は 国際 市 場 で の 逆 需 要 関 数 で あ る 。

利 潤 最 大 化 の.一階 条件 か ら,

1翫 一・一・・画 一 ・

α一614
盗=一2b-Z48(12)

伽 の 生 産量 が得 られ る。 こ こで,α 一c>0と 仮 定 す る。

一 方
,先 導 者 で あ る先 進 国企 業(B国)の 生 産 量 も以 下 に よっ て得 られ る。

π・=[・一わ(号 一考9。)吻 。]4a一・σ。.(13)

諭 一・一 デ ー2bqs-1bqs-c-o

ゆ　 ご
9x=一 筋 　 (ユ4)

(14)式 か ら得 られ たB国 の生 産 量 を(12)式 に代 入 してA国 の生 産 量 を求 め る

と・姫 μ冴 になる・従って泄 界の全体生産量は..

Q・一QA+9・一号+号 一3(竃言`) (ユ5)
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にな る 。 よっ て均 衡 市 場 価 格 は,

3`.ρ=
α十(16)4

とな る。 そ して両 国企 業 の 利 潤 は,

・・一(騙 ぎ)2.・ ・一(a-c8b)2(・7)

次 に,途 上国の消費者余剰 をみるとA国 の消費者余剰(Consumer'sSur-

plus)は,

CS,=2[3(a-c4)2]..(・8)

で表せるB〕。このとき,生 産に伴う外部不経済が発生するならば,純 消費者余

剰は,次 のようになる。

鵬 一9(a-c32b)2一 ・鍔(・9).

こ こで,θ は,汚 染 量1単 位 当 た りの被 害 を表 す もの で,両 国 に お い て 同 じ

で あ る と仮 定 して い る。

ケース 翠1先 進 国のみ環境規制政策 を導入 した場合

次 に,先 進 国 のみ 環 境 規 制 政 策 が 実 施 され る 場 合 を考 え よ う。 排 出権 取 引 プ

ロ グ ラ ム(EmissionTradingP■ogram)は1970年 代 に ア メ リ カで 既 存 の 規 制

の 問題 を修 正 す る過 程 で 形 成 され た が,.最 近 は 地球 温 暖 化 の議 論 の 中で 排 出権

取 引 制 度 が導 入 さ れ,国 際 的 に も脚 光 を浴 び て い る 。1998年 京 都 で 開 か れ た

COP3(第3回 締 約 国 会議)を 通 じて,AnnexIに 属 して い る 国 は排 出権 取 引

を行 う こ とに合 意 して い る 。排 出権 市場 に 参加 しな い国 の環 境 政 策 は 各 国 に委

ね て い る。

この よ うな事 情 を ふ ま え,ケ ー ス1と 同 じよ う な条件 で,先 進 国企 業 の み環

13)途..ヒ国の生産量は自国の供給量に等 しいと仮定し,先 進国の生産量を自国への供給量と見なす

ことによって途上国における消費者余剰が求められる。(匠 の結果は,簡.単化のため 西=1と 仮

定 してから導出したものである。)

-
己
占'
醒
」き

葺



42(42).第166巻 第1号

境 規 制 政 策 と して排 出 権 取 引 制 度 が 導 入 され た 場 合 を想 定 して分 析 を行 う。 こ

の場 合 は先 進 国 企 業 の み に関 税 が賦 課 され る の と同 一 な結 果 を得 られ る。

簡 単 化 の た め に,消 費 者 の需 要 曲 線 を ρ=Q一(boa+的 β)と す る。 両 国 の 限

界 費 用 は`で 一 定 で あ る。 す る と,途 上 国 企 業 及 び 先 進 国 企 業 の 利 潤 最 大化

問題 は次 の よ う にな る。

Maxnn=(α一 ∂94一勿 β一c)伽(20)
7A>o

甑 　 [・一・(a-C-22b2)一 ・　 ・1　 嚇 一が・・　 β　 亙・

(21)

これ ら を整 理 す る と,均 衡 供 給 量 は,

・㌦一　 篭騨 τ,・㌔一学

が 得 られ る 。 よっ て市 場 均 衡 価 格 は,

ρ・一姓3轡

とな る 。 そ して 両 国 の利 潤 は,

か(a-c+2p`16b)2漉 一(Q-C)話4認 三一{叢

途上国の消費者余剰CSは,

・・㌔ 一夫{3(α 一c)一2P84}

(22)

(23)

(24)

(25)

とな る1㌔

ケース3:両 国が環境規制政策を導入した場合

ここでは汚染削減に関する国際協約に合意が得 られ,各 国が環境規制政策を

導入した場合を分析する。直接規制は各国で環境規制政策の主流 となってお り,

現在も途上国では主な環境政策としての位置 を占めている。従って,本 稿では

14)脚 注13)参 照 。
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途上国(A国)は 環境規制政策 として直接規制を,先 進国(B国)は 排出権取

引制度を導入する場合を想定 し,そ の政策の違いが各国の国際競争力にどのよ

うな影響 を及ぼすかを分析する。この際,B国 における排出権市場は完全競争

であると仮定 しよう。この仮定は,.本稿の分析対象である企業(産 業)以 外の

産業部門でも汚染が発生 しているが,そ の汚染の性質が同一である(例 えば,

二酸化炭素)こ とを意味するものである。

次に,排 出量(汚 染量)は 単位生産量に伴って発生すると仮定する。このよ

うな生産量当た りの排出量 を γとし,分 析 を簡単にするため両国において7

は同一であると仮定する。従って,規 制が導.入される前の各国の排出量は,途

上国の場合はEA一 ・号 で洗 進国場 合はEB一 ・号 である・

こ こで,二 国 が 国 際 協 約 に よ って,現 在 の排 出量 の一..一定琵 率 を減 らす こ と に

合 意 した と し よ うbそ の比 率 を θで 表 す と,各 国 が 達 成 しな け れ ば な ら ない

排糧 は・途上国が 瓦 一帳 θ)・矧 で・先進国力画 一(・一の・〃易`一

2E,と な る 。 つ ま り,合 意 前 の 先 進 国 の 生 産 量 が 途 上 国 の2倍 で あ った ため ,

先 進 国 に許 容 され る 排 出 量 は途 上 国 の2倍 とな るの であ る。

そ うす る と,直 接 規 制 に 直面 す る途 上 国 の 企 業 は,亙=γ 伽 一ασ沌の 制 約 の

下 で,利 潤 を最 大 に す る た め の.(礎*,α**)を 選 択 す る こ と に な る。 す な わ

ち,そ の利 潤 最 大 化 の問 題 は,

Max五A=(σ 一 助沌一勿 β)94一σ卯 一彿α24㍉十λ(E-re,十aqA)
2』>0,α>0

(26)

のように表せる。

そ して,.そ の一階条件 を求め,整 理すると,

Anの 生産量 姐*と 汚染削減量A潜 は次のようになる。

・首・一a-c-1'2_L2b2b'AAA・ 一 α**仙 一 孟.(27)

一方
,B国 は(27)式 の途 上 国 の生 産 量 を知 っ た上 で,自 国 の 利 潤 最 大 化 を図

る ため,B国 の利 潤最 大化 問題 は次 の よ うに.表せ る。



44(44) 第166巻 第1写.

4b

にな る。従 っ て,世 界 生 産 量 と均 衡 市 場価 格 は次 の よ うで あ る。

9*・ ・些=`)一 λ一2b`・**一 α+3`+4え+2`

認 許 一[　・(㌣ 一穿)一・砺1砺一・動一磁

一ρε(γ4β一βσβ一2E)(28)

ここ で,が は排 出権 取 引市 場 で の競 争価 格 で あ り,ρ ε(γ⑳ 一βg8二2亙)は,

企 業 が 許 容 量 よ り多 い 汚 染 量 を排 出 す る 時 に,そ の超 過 分 を 市場 で 買 わ なけ れ

ば な ら ない こ と を意 味 す る もの で あ る。 同 じ くB国 の 規 制 後 の 生 産 量 と削 減量

を求 め る と,

・誉・一(　 `)+,一22b-Ae**=H・ 謄 叢(29)

とな る。

こ こ で得 られ たB国 の 生 産 量 を.(27)式 に代 入 して,A国 の最 適 生 産 量 を求 め

る と,

9青垣一(4　 `)一3え+2b'(30)

4う'

両国 の利 潤 は生 産 シ ェ ア と共 に次 稿 で分 析 す る。.

(31)

参 考 文 献

Ba■ker,T.andK●hler,T、[ユ998ユInternationalCmpedti'㎜ 邸 醜 認Eπ 説roη 切㎝ 乱zl

Policies,EdwardElgar,

Baumol,W.1.and〔 〕ates,W.E.[1988]TheTheoryげEnvironmentalPolicy
,second

editions,CambridgeUniversityPress .

Buchanan,.J.M.[1969]."耳xternalDisecono皿ies
,CorrectiveTaxesandMarket

Structure,'㌧4η 昭がfα児E`㎜ 此R8漉 τ構59
,PP.174-177.

Buchanan,J、M.andTullock
,G.[1975]"Polluters'Profitsa皿dPoliticalRe.

sponse:DirectContro正sversusTaxes ."24肥 轍 πEσ ㎜ 傭 ゴ`R副 鹿 防65,

PP.139-147.

Carraro,C.,Katsoulaoo5,Y.alldXepapadea写 ,A.(eds.)[ユ996)Environmental

PoluyandMarketStructure ,KluwerAcademicPublishers,



環境政策が騨際競争力に及ぼす影響(1) (45)45

Copeland,13.R.[1994]'」internationalTradeandtheEnvironmen亡:PolicyRe.

forminaPollutionSmallOpenEconomジ ㌦ わ潔η副 〔ゾE鬼 騙ドoπか観 血 ～Eω πo海 面

andManagement,26,PP,44-65.

D・1…J・H・[1968]剛 ・顔・・,PropertyandPrice
,T・ …t。,U・i…sity・fT。,。 。t。

Press.

Eckerslcy,R.(Pd.)[1995]Markets ,功83忽 館 〃tdtheEnvironmentTowardsIntegra.

aaon,Macmilla皿.

GDIub,J.〔ed.)[1998]NewInscrm㎜isforEnvironmentalPolicyintheEU
,Rout-

ledge,

Helpman,E.andKrugman,P.[ユ989]TradePolicyandMarketStructure
,MIT

Press.(大 山 道 広 訳 『現 代 の 貿 易 政 策 』.東 洋 経 済 新 報 社
,1992年)。

Jaffe,A.S、,Peterson,P.,PDrtney,P,andStavins,R,[1995]"Environmental

RegulationandtheCo皿petitivenessofU .S.Manufacturing:What.doesthe

EvidenceTelllls?,"。 吻 ηzα'ρrEα,πoη 飴3L∫ 珈'π7弓23
,PP.132一 ユ63.

Keneedy,P、[1994]"EquilibriumPolluとi`}nTaxesinOpenEc【momicswithIm -

perfectCo皿petition,"Joμ ㎜10fEnvironmentalF,㎜ 剛 嬬4露 伽 ㎎ 脚 朋 診,27 ,

PP.49-63、

Koutstaal,P.andNentjes ,A.[ユ995]"TraderableCarbonPermitsinEurope=

FeasibilityandComparisonwithTaxes ,"JournalofCommonMarketStudies,33,

PP.219-233.

Koutstaal,Y.[1997]Econom∫ あ1ガ(yandClimateChange
,EdwardElgar.

K・・till・,K・[ユ991「`E・vi・ ・n皿 ・nt・1R・g・1・ti。 ・i・ ・nOp・nE・ 。・・mゾ .め。㎜ ～げ

Eπ 刀ゴ7りπηz飾 紐Z1ヨ σoηo〃ticsandManagement,20 ,PP.127-142.

Kwerel,E.[1977]."ToTelltheTru亡h=ImperfectInformationandOptimalPollu 画

しiDnContro正,"ReviewofEconomic&燃,44,PP,595-601 .

Leonard,王1.」[19呂8]PollutionandStrugglefortheWorldProduct
,CambridgeUni.

versltypress、

Merrifield,J.D.[1988]"TheImpact【)fSelectedAbatementStrategiesonT【ans・

national,theTermsofTrade ,andFactorRewards:AGeneralEquill〕rium

Approach,"JournalofEnvironmentalEconomicsandManagement
,15,PP.259-284.

M三siDlek,S.W.[1980]E∬luentTaxationinMonopolyMarkets
,"JournalofEn・

び爵oπη己8π`α♂五「6ひπoηz2:側αη4M2π ¢g召〃昭η47 ,nn、103-107.

Montgomery,W、D.[1972]':MarketsinLicensesandEfficientPollutionControl

Programsノ'Jbμ 脚1げEconomicTheory,5,PP .395-418.

Nugent,R.A.[1997】"TeachingTools=APollutionRightsTradingGame ."Eco一

も
.「
.
.
」」
.き

忌
、
.
.
.
.
.
田

i
雪
.一

華

f
一

{
多
華

ミ

要塞

一

{

{
…

輩
1
唖
垂



46(46> 0166巻 第1号

…

nurnicInquiry35,PP.67孚 一685.

OECD[1989]The11鯉 砒 磁 碑 げ 五`例o物 た 傭 々軍 畑解 ノb7・EnvironmentalProtection:

SummaryandConclusions,Paris,OECD,

OECD[1994]楡 噸 ㎎theEnvironment.一TheRoleofEconomicInstruments,Paris,

OECD,

Palmer,K、,Oates,W.andPortney,P.[ユ995]"TighteningEnvironmentalStan.

lards:TheBenefit.CostortheNo.CostParadigm?,"伽 肌 σ'qfEα}ηo賜 ごξ∫ヤ邦一

ρ6ご8fτ曜5,9.PP.119-132.

Pethig,R.[1976]"PQIIutk)n,Welfare,andEnvironmentalPolicyintheTheory

ofComparativeAdvantage,"澱)carnalof[Eπ 蛎roπ ㎜ 如∫Eα 規o癖 儲4π4ル 敗㎎一

,neat,2,Pp.16D-169.

Pethig、R,(ed.)[1992](海 明 記応 αη4σ 鱒 石面 πfηM㎝ ㎎ ゴ㎎Eη 寵プoη規碑`αZR8.

source∫,Springer・Verlag.

Pizer,W.A.[ユ997]"Pricesvs、QuantitiesRevised;TheCase.ofClimate

Cha【 ゴge、曽1～器o班 昭 プbr亡 雇 勘 臨r名 伽 麟3foη 勘 凱pp98-02.

PDrter,M.andVanderLinde,C.[ユ995]"TowardaNewCouceptio皿ofthe

Environment-CompetitivenessRelationship,"』 副 げFmnomicPerspectives
,

9.PP.97-1ユ8.

Roberts,M.andSpence,M,[1976]"EffluentChargesandLicensesunderUncer.

止ainty,刀,ノbμ 班 σ'げPublicEconomics,5,PP.193-208,

Sartzetakis,E.S.andConstantatos,C.[1995]"E皿vkonme皿talRegulationand

InternationalTrade,"JowlげR即 ごα飴靴yEα アπo〃己娩8,PP.61-72,

Tie正enber匿,T.H.[1985]FmissionTrading.一AnEm「ReformingPollution

Polity,ResourcesfortheFuture,Washington,D.C.

Ulph,A.[1992]"TheChoiceofEnv玉ronmentalPohcyh13㎞mentsandStrategic

Internati・nalTrade"in(;onflictsandCooperationinManagingEnvironmentalRe-

3σ拶κθ5,ed,byPethig,R.,Springer-Verlag.

Weitzman,M.L.[1974]"Pricesvs.Quantities,'T/leReviewげEconomicStudies,

XLI,PP.477-479.

植 田 和 弘 ・岡 敏 広 ・新 津 秀 則[1997]『 環 境 政 策 の 経 済 学 」 日 本 評 論 社 。

匡


